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○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○補助事業の収支状況

　高等学校を卒業していない「ひとり親家庭の親および児童」が高等学校卒業程度認定試験合格を
めざし，民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合の費用の軽減を図るために給付金を支
給することにより，「学び直し」を支援することを目的とする。

　高等学校卒業程度認定試験合格により，大学等への進学が可能となるほか，国家資格の
取得など，より良い条件での就業や転職へつながる。
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団　体　名 　個人補助（ひとり親家庭の親および児童）

助成の根拠規定等
　函館市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

(条例・規則・要綱等)

内　　容

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）

補 助 金 名
（交付金名）

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
開　始

平成２８年度
年　度

　ひとり親家庭の親および児童が，より良い条件での就業や転職へつなげるため，民間事業者など
が実施する対策講座の受講費用の軽減を図るため，受講修了時給付金および合格時給付金を給付す
る。（受講修了時給付金は，支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給し，合格時給付金
は，受講修了時給付金を受けた者が受講修了日から起算して２年以内に高卒認定試験の全科目に合
格した場合に支給）

(単位：千円)
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○基本的視点の再チェック

※適・不適であっても，説明欄は必ず記載してください。

○財政的視点のチェック

※不適の場合は，説明欄に必ず記載してください。

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

７ 経常経費の節減に努めているか

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内で
ある

５ 前年度繰越金は生じていないか

２ 補助金等の使途は適切である

３ 積算基準は定められている

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

　国のひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業に則り実施しており，自主性の視
点は当該事業に合致しない。

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

　国の事業に基づき実施しており，最適な方法
である。

２
必要性（補助しなければならない事
業であるか）

　ひとり親家庭の親および児童が，より良い条件で
の就業や転職へつなげるため，民間事業者などが実
施する対策講座の受講費用の軽減を図ることは必要
である。

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明

１

公益性
（明確な公益性があるか）

　近年の厳しい経済状況の中，高校を卒業して
いない「ひとり親家庭の親および児童」は十分
な収入を得ることが困難な状況にある場合が多
く，「学び直し」を支援することが求められて
おり，国のひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業に則り実施している。

　①広く市民生活の向上に貢献
  する事業

　②市民ニーズが高い事業
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○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

　　　　　　　　　　　　　　※継続事業は，直近の実績　新規事業は，効果のみ記載してください。

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

終期設定 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

令和４年度 終期到来時に再検討 令和４年度

現行のまま補助を継続

見直したうえで補助を継続

廃止

その他

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

　受講者全員が講座を修了し，高等学校卒業程度認定試験に合格することを目標とする。

  令和元年度決算時点で実績なし。令和２年度は１件申請あり。

毎年申請に至らないまでの問い合わせがあり，令和２年
度になって初めて対象者の申請があった。効果があがる

かは今後の結果や申請数によると思われる。


